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東京都重症心身障害児在宅療育
支援事業について

医療社会事業説明会資料
平成22年６月２日(水)

障害者施策推進部居住支援課



2

重症心身障害児とは

●重度の肢体不自由と重度の
知的障害とが重複した状態
にある児童。重症心身障害
児が成人した者を含めて重
症心身障害児（者）という。

●重症心身障害児（者）の判定
には、一般に大島分類が用
いられ、大島分類の１から４
までの状態に該当する者を
重症心身障害児（者）という。
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事業創設の背景
• ０～６歳の訪問事業利用者が増加
• 訪問事業利用者の重症化傾向、医療ニーズ
の増加

• NICU長期入院児の退院支援等に対する役
割の期待

・NICU等の重症心身障害児に対する在宅療育
移行支援の強化

・訪問看護人材の育成

・地域療育資源の育成

乳幼児期の
支援の強化
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重症心身障害児在宅療育支援事業の概要
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在宅療育相談事業

訪問看護師等
育成研修事業

在宅療育支援
地域連携事業

乳幼児期の在宅
移行支援を強化

重症心身障害児(者)
の在宅療育支援と乳幼
児期にある重症心身障
害児の在宅移行を支援
する事業です。

従来の訪問事業を
柱とし、療育相談支援、
地域との連携、訪問看
護従事者育成などを新
たに事業化しました。
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事業内容

在宅重症心身障害児
(者)訪問事業

在宅療育相談事業

訪問看護師等育成研
修事業

在宅療育支援地域連
携事業

訪問看護、訪問健診の実施

各訪問看護事業部に在宅療育相談支援員
を配置

NICU等からの在宅移行を早期より支援する
ため、医療機関や地域関係機関間のコー
ディネートや相談を実施

訪問看護ステーション等、重症心身障害児の
訪問に応じられる看護人材を育成。研修会
及び訪問実習等の実施

保健所や医療機関等の地域関係機関と訪
問看護事業部の連携のため、地区ブロック
毎に地域連携会議を開催
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実施体制

• 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守
る会に委託実施

重症心身障害児
在宅療育支援セ
ンター

東部訪問看護事業部

(特別区担当)

西部訪問看護事業部

(多摩地区担当)

事業の実施
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在宅療育相談支援の進め方

在宅重症心身障害児(者)訪問事業の申請、決定

医療機関

保健所

在宅療育支援員の支援開始

訪問相談の開始

可能な限り早い
段階で保健所等
に相談を！

＜活動内容の例＞
・申請者との面接、相談
・医療機関との連絡
・地域かかりつけ医との連絡
・退院に向けた関係機関との連
絡調整、在宅環境調整 など
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在宅療育支援地域連携事業

在宅支援にかかわる保健所や医療機関
など、関係機関の連携を図るため、地域ご
とに、連携会議を開催していきます。

特別区

多摩地区

３ブロックに分けて開催

保健所ごとに開催

各訪問看護事業部が主催


